
年 月 日 ※実際に転居した日付です

（世帯主）

（世帯主）

異動する人（※異動する人は全員記入してください）

氏名 性別 続柄 転出証明書を送付願います。

1
男
女 年 月 日

2
男
女 年 月 日 申 請 者

3
男
女 年 月 日 電話番号

4
男
女 年 月 日

5
男
女 年 月 日

6
男
女 年 月 日

　　□特例転出を希望します。

下記①、②いずれかの本人確認書類等の写しを添付してください。なお、既に転出されている場合は、③の写しも添付してください。

① 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードその他官公庁が発行した免許証、資格証明書など（写真の添付されたもの）

② 健康保険、介護保険の被保険者証、年金手帳・年金証書など写真添付のない証明書は複数組み合わせてください。

※ 健康保険、介護保険の被保険者証等の写しを送付される場合は、被保険者証記号・番号を塗抹(黒塗り)して送付をお願いします。

年金手帳又は年金証書を送付される場合は、基礎年金番号を塗抹(黒塗り)して送付をお願いします。

③ 居住地の証明資料の写し(賃貸契約書の写し、郵便物の宛名の写しなど)

生年月日

　　　　㊞
（署名の場合は押印不要です）

転出証明書申請書　（郵送申請用）

新 し い 住 所

※特例転出とは…転出証明書を交付せずに転入届ができます。
　転入される際は、マイナンバーカードを持参してください。

※記載内容に不備がある場合、および、
　 本人確認がとれない場合は転出証明を
　 交付できない場合があります。

※返信用封筒（返信先住所・氏名を記入し
　 切手を貼ったもの）を同封してください。
　（特例転出の場合は、不要。）

※特例転出の場合、手続きが完了次第ご連絡いたします。
昼間連絡のつく電話番号にしてください。

マイナンバーカード（顔写真付）をお持ちの方は特例転出ができます。
希望する方は、下記に☑してください。

今までの住所

異動年月日

高知県幡多郡大月町


